
令和６年度　猟銃等講習会・クロスボウ講習会のお知らせ

山梨県公安委員会

月　　　日 時　間 場　　　所 定員
令和6年4月18日 (木) 南アルプス市地域防災交流センター 南アルプス市十五所１０１４

5月16日 (木) 甲 州 市 中 央 公 民 館 甲州市塩山上塩後２４０
6月1日 (土) 中 小 企 業 人 材 開 発 セ ン タ ー 甲府市大津町２１３０－２
6月20日 (木) 身 延 町 総 合 文 化 会 館 南巨摩郡身延町波木井４０７
7月11日 (木) 都 留 市 ま ち づ く り 交 流 セ ン タ ー 都留市中央３－８－１
8月10日 (土) 中 小 企 業 人 材 開 発 セ ン タ ー 甲府市大津町２１３０－２
8月15日 (木) 須 玉 ふ れ あ い 館 北杜市須玉町若神子５２１－１７
9月12日 (木) 上 野 原 市 文 化 ホ ー ル 上野原市上野原３８３２
9月28日 (土) 中 小 企 業 人 材 開 発 セ ン タ ー 甲府市大津町２１３０－２
10月17日 (木) 甲 州 市 中 央 公 民 館 甲州市塩山上塩後２４０
11月14日 (木) 恩 賜 林 組 合 林 業 セ ン タ ー 富士吉田市上吉田５６０５
11月30日 (土) 中 小 企 業 人 材 開 発 セ ン タ ー 甲府市大津町２１３０－２
12月5日 (木) 南アルプス市地域防災交流センター 南アルプス市十五所１０１４

令和7年1月16日 (木) 身 延 町 総 合 文 化 会 館 南巨摩郡身延町波木井４０７
2月13日 (木) 甲 州 市 中 央 公 民 館 甲州市塩山上塩後２４０
3月13日 (木) 都 留 市 ま ち づ く り 交 流 セ ン タ ー 都留市中央３－８－１

１．受講者の範囲
２．講習の内容
３．受講の申込み

４．講習手数料

５．受講当日の受付

６．受講当日に持参するもの

７．講習修了証明書の交付

月　　　日 時　間 場　　　所 定員
令和6年5月9日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４

7月4日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４
9月5日 (木) 教 育 プ ラ ザ 都 留 都留市中央３－９－３
11月7日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４

令和7年1月9日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４
3月6日 (木) 都 留 市 ま ち づ く り 交 流 セ ン タ ー 都留市中央３－８－１

月　　　日 時　間 場　　　所 定員
令和6年6月6日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４

10月10日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４

１．受講者の範囲

２．講習の内容

３．受講の申込み

４．講習手数料

５．受講当日の受付

６．受講当日に持参するもの

７．講習修了証明書の交付

※　講習会場の恩賜林記念館には駐車場がありませんので周辺の駐車場を利用してください。

月　　　日 時　間 場　　　所 定員
令和6年4月25日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４

9月19日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４
令和7年1月23日 (木) 恩 賜 林 記 念 館 甲府市丸の内１－５－４

１．受講者の範囲

２．講習の内容

３．受講の申込み

４．講習手数料

５．受講当日の受付

６．受講当日に持参するもの

７．講習修了証明書の交付

※　講習会場の恩賜林記念館には駐車場がありませんので周辺の駐車場を利用してください。

【問い合わせ先】

※開催については、変更することもありますので、申込みの際に必ず開催日等を確認してください。

※受講の際には必ずマスクを着用し、体調がすぐれない場合、体調に不安がある場合は、受講を控えてください。

クロスボウ初心者講習会

午前10時から
午後５時まで

講習を受講し、考査に合格された方には終了後、講習修了証明書（３年間有効）を交付します。

住所地を管轄する警察署生活安全係又は山梨県警察本部生活安全企画課許認可管理室（電話055-221-0110）

初めて猟銃・空気銃（年少者は空気銃のみ）の所持許可を受けようとする方で、山梨県内に住所を有する方です。

猟銃・空気銃（年少者は空気銃のみ）の所持に関する法令及び使用・保管等の取扱いについて行い、講習後、考査を
行います。

受講者の住所地を管轄する警察署へ開催日の３ヶ月前から１０日前までに、６ヶ月以内に撮影した正面三分身(縦30㎜
×横24㎜)写真1枚を持参して申し込んでください。
初心者講習会　６，９００円　　　年少射撃資格講習会　９，８００円

各会場とも開講３０分前から受付を開始します。開講後の受付はできません。

猟銃等取扱読本（空気銃・空気けん銃取扱い読本）と筆記用具

注　意　事　項
初めて銃砲刀剣類所持等取締法第４条第1項第１号の規定によるクロスボウの所持許可を受けようとする方で、山梨県
内に住所を有する方です。

クロスボウの所持に関する法令及び使用・保管等の取扱いについて行い、講習後、考査を行います。

受講者の住所地を管轄する警察署へ開催日の３ヶ月前から１０日前までに、６ヶ月以内に撮影した正面三分身(縦30㎜
×横24㎜)写真1枚を持参して申し込んでください。

６，９００円

各会場とも開講３０分前から受付を開始します。開講後の受付はできません。

40

講習会テキスト・筆記用具

講習を受講し、考査に合格された方には終了後、講習修了証明書（３年間有効）を交付します。

注　意　事　項

猟銃・空気銃の所持許可を現に受けている方で、山梨県内に住所を有する方です。
猟銃・空気銃の所持に関する法令及び使用・保管等の取扱いについて行います。
受講者の住所地を管轄する警察署へ開催日の３ヶ月前から１０日前までに、６ヶ月以内に撮影した正面三分身(縦30㎜
×横24㎜）の写真1枚を持参して申し込んでください。

３，０００円

各会場とも開講３０分前から受付を開始します。開講後の受付はできません。

筆記用具

講習を受講された方には終了後、講習修了証明書（３年間有効）を交付します。

初心者講習会

午前10時から

午後５時まで

年少射撃資格講習会

午前10時から
午後５時まで

40

40

次のとおり経験者講習会、初心者講習会、年少射撃資格講習会、クロスボウ講習会を開催します

定員に達した時点で申込みを締め切ります

経験者講習会

午後１時００分から

午後５時００分まで

注　意　事　項
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